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令和２年度例月出納検査の結果について 

 

 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により令和２年度７月分の例月出納検査を

行ったので、同条第３項の規定によりその結果を次のとおり報告します。 

 

 

令和２年７月分例月出納検査結果報告 

 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定による標記検査の結果は、次のとおりである。 

 

１ 検査の対象  一般会計及び特別会計並びに企業会計に属する令和２年７月分の

出納状況 

 

２ 検査の時期  令和２年８月２５日（火） 

 

３ 検査の結果 

  ⑴ 各会計の歳入歳出の収支は、いずれも正確なものと認められる。 

  ⑵ 各会計の現在高は、当該歳入歳出残高に合致しており、正確なものと認められ

る。 

  ⑶ 諸帳簿、諸伝票の整理及び証書類の整理については、各会計ともおおむね適当

と認められる。 
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